
【別紙２】 

「おとなの自動車保険」普通保険約款 ＜別表３＞損害額算定基準 

付表４ ライプニッツ係数表 

 

2020年４月１日以降に発生した事故の場合（法定利率（注１）が３％の場合）に適用する表 

期間 ライプニッツ係数（注２） 期間 ライプニッツ係数（注２） 
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0.971 

1.913 

2.829 

3.717 

4.580 

5.417 

6.230 

7.020 

7.786 

8.530 

9.253 

9.954 
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13.166 

13.754 
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14.877 
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18.764 
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24.775 

25.025 

25.267 

25.502 

25.730 

25.951 

26.166 

26.375 

26.578 

26.774 

26.965 

27.151 

27.331 

27.506 

27.676 

27.840 

28.000 

28.156 

28.306 

28.453 

28.595 

28.733 

28.867 

28.997 

29.123 

29.246 

29.365 

29.481 

29.593 

29.702 

29.808 

29.910 

30.010 

30.107 

30.201 

30.292 

30.381 

30.467 

30.550 

30.631 

30.710 

30.786 

30.860 

30.932 

31.002 

（注１）法定利率 

民法（明治 29年法律第 89号）第 404条（法定利率）に規定する法定利率をいいます。 

（注２）ライプニッツ係数 

幼児、18 歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合

に、労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみな

す 18 歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。 


